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          ~ みんなが楽しく通うことができ、安心して学べる魅力ある西崎中 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月に実施した「いじめ」防止ガ

イダンスの内容を家庭で再確認しま

しょう。「いじめ」と聞くと、図３の

第 3 段階をイメージしがちです。し

かし、図１のように良かれと思って

やったことや偶発的なこと、図３の

第 1～2 段階の遊び等であっても、行

為を受けた側が「心身の苦痛」を感じ

たときにはいじめと判断されます。

（種類は図 2 を参照） 

 また図４にあるように、小

４～中 3 までに、9 割の生徒

が被害・加害となり立場が入

れ替わっています。 

 日頃から相手の気持ちを

考えた言動を心掛け、みんな

が安心して過ごせる西崎中

にしていきましょう。 

（図は沖縄県いじめ対応マニュアル、 

 いじめ防止研修動画より引用） 
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【いじめの定義】（いじめ防止対策推進法より） 

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネット等も含む。）であって、対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。 

（表現を一部簡略化しています） 

いじめは、どの学校にもどの子にも起こる 
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